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び
特
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区
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に
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別
区
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す
る
条
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施
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規
則
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一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
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総
務
局
行
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課
）…
一

公

告

○
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市
計
画
課
）…
六

規

則

都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
八
号

都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
東
京

都
規
則
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
の
表
国
民
健
康
保
険
事
業
助
成
費
に
係
る
被
保
険
者
数
の
項
数
値
の
算
定
の
基
礎
の

欄
中
「
（
同
法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
（
以
下
「
退
職
被
保
険

者
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
項
数
値
の
算
定
の
方
法
の
欄
中
「
う
ち
退
職
被
保
険

者
等
を
除
く
被
保
険
者
の
数
」
を
「
数
（
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る

た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の

国
民
健
康
保
険
法
附
則
第
六
条
に
規
定
す
る
退
職
被
保
険
者
及
び
そ
の
被
扶
養
者
を
除
く
。
）
」
に
改

め
、
同
表
元
利
償
還
金
の
項
数
値
の
算
定
の
基
礎
の
欄
及
び
数
値
の
算
定
の
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。平

成
十
二
年
度
以
降
に
知
事

の
同
意
又
は
許
可
を
受
け
、
当

該
年
度
の
五
月
三
十
一
日
ま
で

に
発
行
し
た
義
務
教
育
施
設
整

備
事
業
の
う
ち
用
地
取
得
造
成

事
業
に
係
る
地
方
債
の
当
該
年

度
に
お
け
る
元
利
償
還
金

上
欄
に
掲
げ
る
元
利
償
還
金

第
四
条
第
一
項
の
表
年
度
支
払
額
の
項
数
値
の
算
定
の
基
礎
の
欄
１
中
「
決
定
）
」
の
下
に
「
及
び

令
和
六
年
度
特
別
区
都
市
計
画
交
付
金
交
付
要
綱
（
令
和
七
年
一
月
十
七
日
六
総
行
区
第
五
百
九
十
号

総
務
局
長
決
定
）
」
を
加
え
る
。

第
五
条
第
三
項
の
表
二
の
部
６
の
款
⑶
の
項
中
「
種
別
補
正
」
の
下
に
「
、
段
階
補
正
」
を
加
え
る
。

第
六
条
第
五
項
の
表
経
常
的
経
費
の
部
衛
生
費
の
項
及
び
投
資
的
経
費
の
部
民
生
費
の
款
児
童
福
祉

費
の
項
中
「
（態

容
補
正
Ⅲ
係
数
－
１

）
」
を
「
（態

容
補
正
Ⅲ
係
数
－
１

）
＋
（態

容
補
正
Ⅳ
係
数

－
１

）
」
に
改
め
、
同
部
土
木
費
の
款
道
路
橋
り
よ
う
費
の
項
中
「密

度
補
正
係
数

」
を
「段

階
補
正

係
数

＋
（密

度
補
正
係
数
－
１

）
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
表
一
の
部
１
の
款
⑴
の
項
中
「
〇
・
七
五
〇
」
を
「
〇
・
八
〇
八
」
に
、
「
〇
・
八
七

五
」
を
「
〇
・
八
九
七
」
に
、
「
一
・
一
七
九
」
を
「
一
・
一
一
五
」
に
、
「
一
九
・
八
二
一
」
を

「
一
四
・
六
七
九
」
に
改
め
、
同
款
⑵
の
項
中
「
〇
・
四
九
八
」
を
「
〇
・
五
〇
一
」
に
、
「
一
・
一

五
一
」
を
「
一
・
一
五
〇
」
に
改
め
、
同
表
二
の
部
１
の
款
⑴
の
項
中
「
一
・
三
四
六
」
を
「
一
・
三

四
四
」
に
、
「
一
・
一
六
五
」
を
「
一
・
一
六
〇
」
に
、
「
〇
・
八
四
三
」
を
「
〇
・
八
四
七
」
に
、

「
七
八
・
五
九
八
」
を
「
七
八
・
七
一
八
」
に
、
「
四
三
・
二
一
三
」
を
「
四
三
・
二
八
二
」
に
改
め

る
。附

則
第
二
項
中
「１.０８５５８６３２
」
を
「１.０２８９１９６

」
に
改
め
る
。
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別
表
第
一
経
常
的
経
費
の
部
議
会
総
務
費
の
項
中
「０.４７１

」
を
「０.６６５

」
に
、
「０.５２９

」
を

「０.３３５

」
に
改
め
、
同
部
民
生
費
の
款
社
会
福
祉
費
の
項
中
「０.９３７

」
を
「０.９３２

」
に
、
「０.０６３

」

を
「０.０６８

」
に
改
め
、
同
款
老
人
福
祉
費
の
項
中
「０.９５２

」
を
「０.９４９

」
に
、
「０.０４８

」
を

「０.０５１
」
に
改
め
、
同
款
生
活
保
護
費
の
項
中
「０.９３７

」
を
「０.９３４

」
に
、
「０.０６３

」
を
「０.０６６

」

に
改
め
、
同
款
児
童
福
祉
費
の
項
中
「０.８４９

」
を
「０.８６７

」
に
、
「０.１５１

」
を
「０.１３３

」
に
改
め
、

同
款
国
民
健
康
保
険
事
業
助
成
費
の
項
中
「０.８９５

」
を
「０.９０１

」
に
、
「０.１０５

」
を
「０.０９９

」
に
改

め
、
同
款
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
事
業
助
成
費
の
項
中
「０.９７７

」
を
「０.９７６

」
に
、
「０.０２３

」
を

「０.０２４

」
に
改
め
、
同
部
衛
生
費
の
項
中
「０.８２０

」
を
「０.８２６

」
に
、
「０.１８０

」
を
「０.１７４

」
に
改

め
、
同
部
清
掃
費
の
款
清
掃
総
務
費
の
項
中
「０.６１９

」
を
「０.６１８

」
に
、
「０.３８１

」
を
「０.３８２

」
に

改
め
、
同
款
収
集
作
業
費
の
項
中
「０.８３４
」
を
「０.８３５

」
に
、
「０.１６６

」
を
「０.１６５

」
に
改
め
、
同

款
収
集
車
両
費
の
項
中
「０.８４６

」
を
「０.８４７
」
に
、
「０.１５４

」
を
「０.１５３

」
に
改
め
、
同
款
処
理
処

分
費
の
項
中
「０.９２８

」
を
「０.９３２

」
に
、
「０.０７２
」
を
「０.０６８

」
に
改
め
、
同
部
経
済
労
働
費
の
款

産
業
経
済
費
の
項
中
「０.８３６

」
を
「０.７８８

」
に
、
「０.１６４

」
を
「０.２１２

」
に
改
め
、
同
部
土
木
費
の

款
建
築
公
害
費
の
項
中
「０.６２７

」
を
「０.６４６

」
に
、
「０.３７３
」
を
「０.３５４

」
に
改
め
、
同
款
都
市
整

備
費
の
項
中
「０.７７４

」
を
「０.７７１

」
に
、
「０.２２６

」
を
「０.２２９
」
に
改
め
、
同
款
道
路
橋
り
よ
う
費

の
項
中
「－

０.３７７

」
を
「－

０.０２５

」
に
、
「１.３７７

」
を
「１.０２５
」
に
改
め
、
同
款
公
園
費
の
項
中

「０.５７３

」
を
「０.５７５

」
に
、
「０.４２７

」
を
「０.４２５

」
に
改
め
、
同
部
教
育
費
の
款
そ
の
他
の
教
育
費

の
項
中
「３２,７３０人

」
を
「３２,２２０人

」
に
、
「０.５５３

」
を
「０.５７２

」
に
、
「０.４４７

」
を
「０.４２８

」

に
、
「０.７２０

」
を
「０.７１２

」
に
、
「０.２８０

」
を
「０.２８８

」
に
改
め
、
同
表
投
資
的
経
費
の
部
議
会
総

務
費
の
項
中
「０.１１４

」
を
「０.２４８

」
に
、
「０.８８６

」
を
「０.７５２

」
に
改
め
、
同
部
民
生
費
の
款
老
人

福
祉
費
の
項
中
「０.８７５

」
を
「０.０００

」
に
、
「０.１２５

」
を
「１.０００

」
に
改
め
、
同
部
清
掃
費
の
項
中

「０.５５６

」
を
「０.０００

」
に
、
「０.４４４

」
を
「１.０００

」
に
改
め
、
同
部
土
木
費
の
款
都
市
整
備
費
の
項

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

道
路
橋
り
よ

う
費

道
路
面
積

測
定
単
位
の
種
別
補
正
後
の
数
値
が
２,３２２,０００

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

２,３２２,０００平
方
メ
ー
ト
ル

１.０００

２ ,３２２,０００平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
数

０.９２２

測
定
単
位
の
種
別
補
正
後
の
数
値
が
２,３２２,０００

平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
も
の

当
該
特
別
区
の
数
値

１.０００

２ ,３２２,０００平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
数０.０７８

別
表
第
一
投
資
的
経
費
の
部
教
育
費
の
項
中
「３２,７３０人

」
を
「３２,２２０人

」
に
、
「０.０００

」
を

「０.６７５

」
に
、
「満

た
な
い
数

１.０００

」
を
「満

た
な
い
数

０.３２５

」
に
、
「０.６１１

」
を
「０.３５１

」

に
、
「０.３８９

」
を
「０.６４９

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
経
常
的
経
費
の
部
議
会
総
務
費
の
項
中
「０.０２３

」
を
「０.０１４

」
に
、
「０.９７６

」
を

「０.９８５

」
に
改
め
、
同
部
民
生
費
の
款
社
会
福
祉
費
の
項
中
「１.０３７

」
を
「０.９７２

」
に
、
「０.８２９

」

を
「０.８４１

」
に
、
「３.９３９

」
を
「３.０９７

」
に
、
「０.９８４

」
を
「０.９８６

」
に
改
め
、
同
款
老
人
福
祉
費

の
項
中
「０.８６８

」
を
「０.８６３

」
に
、
「０.１０２

」
を
「０.１０７

」
に
、
「２４.０６７

」
を
「２４.７７８

」
に
、

「０.９４６

」
を
「０.９４５

」
に
改
め
、
同
款
生
活
保
護
費
の
項
中
「１.２９１

」
を
「１.２８１

」
に
、
「０.９２０

」

を
「０

.９３０

」
に
、
「０

.２７６

」
を
「０

.２７４

」
に
、
「１０

.００３

」
を
「９

.８３５

」
に
、
「０

.４５０

」
を

「０.４５６

」
に
、
「０.４７４

」
を
「０.４５３

」
に
、
「０.１４７

」
を
「０.１５２

」
に
、
「０.０６３

」
を
「０.０６６

」

に
改
め
、
同
款
児
童
福
祉
費
の
項
中
「０.６３９

」
を
「０.６６３

」
に
、
「０.３４０

」
を
「０.３１４

」
に
、

「０.０９１

」
を
「０.０８５

」
に
、
「０.９２４

」
を
「０.９３１

」
に
、
「２.４０３

」
を
「２.４０７

」
に
、
「０.９００

」

を
「０

.９０２

」
に
、
「０

.４４４

」
を
「０

.４６８

」
に
、
「０

.９８７

」
を
「０

.９８６

」
に
、
「０

.５３７

」
を

「０
.５２９

」
に
、
「０

.８１７

」
を
「０

.８２０

」
に
、
「１３

.５０７

」
を
「１３

.２００

」
に
、
「０

.８６５

」
を

「０.８６８

」
に
、
「０.０９７

」
を
「０.０８８

」
に
、
「０.９６７

」
を
「０.９７０

」
に
改
め
、
同
部
衛
生
費
の
項
中

「０.８９１

」
を
「０.８５６

」
に
、
「０.９５４

」
を
「０.９５６

」
に
改
め
、
同
部
土
木
費
の
項
中
「６.２７１－

０.２３１

」
を
「４.６８２＋

０.０８１

」
に
、
「６.２７１に

」
を
「４.６８２に

」
に
改
め
、
同
部
教
育
費
の
款
小
学
校

費
の
項
中
「１.０８１

」
を
「０.６５２

」
に
、
「０.７９６

」
を
「０.８７７

」
に
、
「前

前
年
度

」
を
「前

前
前
年

度
」
に
、
「Ａ

の
う
ち

」
を
「当

該
年
度
の
前
前
前
年
度
に

」
に
、
「の

前
年
度

」
を
「の

前
前
年

度

」
に
、
「Ｃ

の
う
ち

」
を
「当

該
年
度
の
前
前
年
度
の

」
に
改
め
、
同
款
中
学
校
費
の
項
中

「１.７７１

」
を
「１.０６５

」
に
、
「０.６７２

」
を
「０.８０３

」
に
、
「前

前
年
度

」
を
「前

前
前
年
度

」
に
、

「Ａ
の
う
ち

」
を
「当

該
年
度
の
前
前
前
年
度
の

」
に
、
「の

前
年
度

」
を
「の

前
前
年
度

」
に
、

「Ｃ
の
う
ち

」
を
「当

該
年
度
の
前
前
年
度
の

」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
教
育
費
の
項
中
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「１２.０２

」
を
「１１.５２

」
に
、
「０.９３５

」
を
「０.９４８

」
に
、
「２９.７５

」
を
「２９.５８

」
に
、
「０.９６５

」

を
「０.９６８

」
に
改
め
、
同
表
投
資
的
経
費
の
部
民
生
費
の
款
老
人
福
祉
費
の
項
中
「０.８４５

」
を

「０.０００
」
に
、
「０.１２５

」
を
「１.０００

」
に
改
め
、
同
部
土
木
費
の
項
中
「１１,６３４

」
を
「１１,３１７

」
に
、

「１６８

」
を
「１７５
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
経
常
的
経
費
の
部
議
会
総
務
費
の
項
中
「１.００６

」
を
「１.００４

」
に
、
「１.０１１

」
を

「１.００７

」
に
、
「１.０１７
」
を
「１.０１１

」
に
、
「１.０２２

」
を
「１.０１４

」
に
、
「１.０２８

」
を
「１.０１８

」

に
、
「１

.０３３

」
を
「１

.０２１
」
に
、
「１

.０３９

」
を
「１

.０２５

」
に
、
「１

.０４４

」
を
「１

.０２８

」
に
、

「１４,２７４

」
を
「９,５９２

」
に
、
「０.０７７
」
を
「０.０４９

」
に
、
「５４２,６９５,９６８

」
を
「５４２,０８５,２８７

」
に
、

「２４,７４３

」
を
「４０,８４９

」
に
、
「３４８

,１４７
,６０５

」
を
「３４７

,９７２
,１２９

」
に
、
「４２５

,９６６
,９５０

」
を

「４２５
,６１７
,３９２

」
に
、
「４６４

,８７６
,６２３

」
を
「４６４

,４４０
,０２３

」
に
、
「６３３
,４８５

,２０４

」
を

「６３２,６７１,４２７

」
に
、
「６７２,３９４,８７７

」
を
「６７１,４９４,０５８

」
に
改
め
、
同
部
民
生
費
の
款
社
会
福
祉

費
の
項
中
「３,４８２,５７４

」
を
「３,７０６,０９１

」
に
、
「１５,１８８
」
を
「１６,２８６

」
に
、
「区

立
福
祉
型
児

童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
知
的
障
害
児
）

」
を
「区

立
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

」
に
改
め
、
同
款
老

人
福
祉
費
の
項
中
「７５,９７４

」
を
「７４,１３２

」
に
改
め
、
同
款
児
童
福
祉
費
の
項
中
「１,４０９,３４０

」
を

「１,５３２,３５０

」
に
、
「１,７７０,７７０

」
を
「１,９２９,６３０

」
に
、
「２,３９３,９７０

」
を
「２,６３９,３４０

」
に
、

「４
,２５８
,１００

」
を
「４

,６６９
,３４０

」
に
、
「１４９

,２４２

」
を
「１６４

,２７２
」
に
、
「２１５

,２４０

」
を

「２２５
,４１０

」
に
、
「２６８

,９１０

」
を
「２８２

,４１０

」
に
、
「２４５

,６４０

」
を
「２５５

,９９０

」
に
、

「４７５
,９００

」
を
「４９３

,０３０

」
に
、
「１２
,３１５

」
を
「１２

,７４７

」
に
、
「２９３

,３９１
,０７６

」
を

「３１５
,５３０
,５５８

」
に
、
「８

,９６２

」
を
「８
,９００

」
に
、
「１０

,０２３
,６９３

」
を
「１１

,８０９
,１５６

」
に
、

「１,５５９,７５９

」
を
「１,６４５,４８６

」
に
改
め
、
同
款
国
民
健
康
保
険
事
業
助
成
費
の
項
中
「０.５１１４
」
を

「０.５３０４

」
に
、
「０.６１７３

」
を
「０.６０５０

」
に
、
「０

.２８０２

」
を
「０

.２６５７

」
に
、
「０

.９９１４
」
を

「０.９９２４

」
に
改
め
、
同
款
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
事
業
助
成
費
の
項
中
「０.０６０７

」
を
「０.０５８８

」

に
、
「０.９４８４

」
を
「０.９４９５

」
に
、
「０.０５１６

」
を
「０.０５０３

」
に
改
め
、
同
部
衛
生
費
の
項
中

「４３,０３８

」
を
「４４,７８７

」
に
、
「８,４８３,６７０

」
を
「９,０２５,４７０

」
に
、
「９,９８２

」
を
「１０,７０８

」
に
、

「

Ｂ
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
児
童
相
談

所
設
置
市
と
し
て
指
定
を
受
け
た
当
該
特

別
区
が
当
該
年
度
に
児
童
相
談
所
を
開
設

し
た
月
数

」
を

「

Ｂ
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
り
児
童
相
談

所
設
置
市
と
し
て
指
定
を
受
け
た
当
該
特

別
区
が
当
該
年
度
に
児
童
相
談
所
を
開
設

し
た
月
数

補
正
Ⅳ
の
算
式

昼
間
人
口
比
率
が
１.００未

満
の
特
別
区

１.０００

昼
間
人
口
比
率
が
１.００以

上
１.２５未

満
の
特

別
区

１.００６

昼
間
人
口
比
率
が
１.２５以

上
１.７５未

満
の
特

別
区

１.０１１

昼
間
人
口
比
率
が
１.７５以

上
３.００未

満
の
特

別
区

１.０１７

昼
間
人
口
比
率
が
３.００以

上
５.００未

満
の
特

別
区

１.０２２

昼
間
人
口
比
率
が
５.００以

上
８.００未

満
の
特

別
区

１.０２８

昼
間
人
口
比
率
が
８.００以

上
１２.００未

満
の
特

別
区

１.０３３

昼
間
人
口
比
率
が
１２.００以

上
１５.００未

満
の

特
別
区

１.０３９

昼
間
人
口
比
率
が
１５.００以

上
の
特
別
区１.０４４

」
に
改
め
、
同
部
清
掃
費
の
款
収
集
作
業
費
の
項

中
「５,５３８
」
を
「５,７６１

」
に
改
め
、
同
款
収
集
車
両
費
の
項
中
「１,５５４

」
を
「１,５９１

」
に
改
め
、
同

款
処
理
処
分
費
の
項
中
「２,７３３

」
を
「２,８９９

」
に
改
め
、
同
部
経
済
労
働
費
の
款
生
活
経
済
費
の
項

中
「４９,２８９,４００
」
を
「５０,７１３,８６０

」
に
、
「４５３

」
を
「４７４

」
に
改
め
、
同
款
産
業
経
済
費
の
項
中

「１１
,４２７
,８０５

」
を
「１１

,７８０
,７５３

」
に
、
「７４

,８３４

」
を
「５９

,３１４

」
に
、
「１７５

,１６４

」
を

「１７９,８８４

」
に
、
「平

成
３０年

１１月
１
日

」
を
「令

和
５
年
１１月

１
日

」
に
改
め
、
同
部
土
木
費
の
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款
建
築
公
害
費
の
項
中
「２,０３１

」
を
「３,４０７

」
に
、
「２,４８３

」
を
「２,６７８

」
に
改
め
、
同
款
都
市
整

備
費
の
項
中
「１,１１２

」
を
「１,１６６

」
に
改
め
、
同
款
道
路
橋
り
よ
う
費
の
項
中

「算
式Ｂ
×
８,１９２,５６２＋

Ｃ
×
１０,２１８,８７２＋

Ｄ
Ａ
×
５６

×
１２,２１７,４６２＋

１

算
式
の
符
号

Ａ
測
定
単
位
の
種
別
補
正
後
の
数
値

Ｂ
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

排
水
場
の
う
ち
排
水
能
力
（
単
位
は
、

「
立
方
メ
ー
ト
ル
／
分
」
と
す
る
。
以
下

同
じ
。
）
が
１００以

上
１５０未

満
の
排
水
場

の
数

Ｃ
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

排
水
場
の
う
ち
排
水
能
力
が
１５０以

上
３００

未
満
の
排
水
場
の
数

Ｄ
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

排
水
場
の
う
ち
排
水
能
力
が
３００以

上
の

排
水
場
の
数

」
を

「算
式Ｂ
×
２,２２８,０００
Ａ
×
７８

＋
１

算
式
の
符
号

Ａ
測
定
単
位
の
種
別
補
正
後
の
数
値

Ｂ
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

排
水
場
の
う
ち
排
水
能
力
（
単
位
は
、

「
立
方
メ
ー
ト
ル
／
分
」
と
す
る
。
）
が

１００以
上
の
排
水
場
の
数

」
に
改
め
、
同
部
教
育
費
の
款
小
学
校
費
の
項
中

「０.０５１６

」
を
「０.０５００

」
に
、
「０.１７５２

」
を
「０

.１６９７

」
に
、
「０

.１９２８

」
を
「０

.１８６４

」
に
、

「０
.５８０３

」
を
「０

.５９３９

」
に
、
「６５

,９０７
,６６０

」
を
「７３

,７０６
,３６５

」
に
、
「７８

,９９３
,４５３

」
を

「８７,１９７,０７０

」
に
、
「１０９,４７０,０９５

」
を
「１１６,４９８,５０２

」
に
改
め
、
同
款
中
学
校
費
の
項
中

「０.０１８６

」
を
「０.０１８２

」
に
、
「０.１２８２

」
を
「０

.１２５３

」
に
、
「０

.２０４０

」
を
「０

.１９９１

」
に
、

「０.６４９２

」
を
「０.６５７４

」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
教
育
費
の
項
中
「０.５６９

」
を
「０.５３３

」
に
、

「０.４３１

」
を
「０.４６７

」
に
、
「１.１３６

」
を
「１.１４２

」
に
、
「１.２７１

」
を
「１.２８３

」
に
、
「１.４０７

」

を
「１

.４２５

」
に
、
「１

.５４２

」
を
「１

.５６６

」
に
、
「１

.６７８

」
を
「１

.７０８

」
に
、
「１

.８１３

」
を

「１
.８４９

」
に
、
「９６０

,５９０

」
を
「１

,０３８
,３９０

」
に
、
「１

,３４３
,２７０

」
を
「１

,４５７
,３３０

」
に
、

「６,４１６

」
を
「６,６９５

」
に
、
「１８８,１５０

」
を
「１９４,９２０

」
に
、
「２５８,９９０

」
を
「２６９,３８０

」
に
改
め
、

同
部
そ
の
他
諸
費
の
項
中
「８.５０５

」
を
「８.４３３

」
に
改
め
、
同
表
投
資
的
経
費
の
部
議
会
総
務
費
の

項
及
び
民
生
費
の
款
社
会
福
祉
費
の
項
中
「１.０７０

」
を
「１.０５２

」
に
、
「１.０５６

」
を
「１.０３８

」
に
、

「１.０３０

」
を
「１.０２９

」
に
、
「１.０２４

」
を
「１.０２１

」
に
改
め
、
同
款
老
人
福
祉
費
の
項
中
「１.０７０

」

を
「１.０５２

」
に
、
「１.０５４

」
を
「１.０３７

」
に
、
「１.０３０

」
を
「１.０２９

」
に
、
「１.０２３

」
を
「１.０２１

」

に
、
「１３,６４５

」
を
「１０,０１８

」
に
改
め
、
同
款
児
童
福
祉
費
の
項
中
「１.０７０

」
を
「１.０５２

」
に
、

「１.０５５

」
を
「１.０３７

」
に
、
「１.０３０

」
を
「１.０２９

」
に
、
「１.０２４

」
を
「１.０２１

」
に
、
「５２２

」
を

「６０４

」
に
、
「３１,３００,５７９

」
を
「３６,２２８,１２５

」
に
、
「４６,３９０

」
を
「３４,３８９

」
に
、

「

Ｂ
当
該
年
度
に
お
け
る
児
童
福
祉
施
設

（
児
童
養
護
施
設
等
）
の
整
備
に
係
る
助

成
事
業
費
と
し
て
知
事
が
算
定
し
た
額

」
を

「

Ｂ
当
該
年
度
に
お
け
る
児
童
福
祉
施
設

（
児
童
養
護
施
設
等
）
の
整
備
に
係
る
助

成
事
業
費
と
し
て
知
事
が
算
定
し
た
額

補
正
Ⅳ
の
算
式

（
Ｂ
×
０.５５５＋

０.４４５）
×
Ｃ
×
１３８,６１１

Ａ
×
３４,３８９

＋

１（
Ｂ
×
０.５５５に

小
数
点
以
下
４
位
未
満
の
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端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
四
捨
五

入
す
る
。
）

算
式
の
符
号

Ａ
測
定
単
位
の
数
値

Ｂ
低
地
係
数
（
１
）

Ｃ
当
該
年
度
の
４
月
１
日
現
在
に
お
け
る

区
立
認
定
こ
ど
も
園
に
在
籍
す
る
２
号
認

定
子
ど
も
及
び
３
号
認
定
子
ど
も
の
数

」
に
改
め
、
同
部
衛
生
費
の
項
中
「１

.０７０

」
を

「１.０５２

」
に
、
「１.０５６

」
を
「１.０３８
」
に
、
「１.０３０

」
を
「１.０２９

」
に
、
「１.０２４

」
を
「１.０２１

」

に
、
「１,０４８

」
を
「７５６

」
に
改
め
、
同
部
清
掃
費
の
項
中
「５９８

」
を
「６１７

」
に
改
め
、
同
部
経
済

労
働
費
の
項
中
「１.０７０

」
を
「１.０５２

」
に
、
「１.０５２
」
を
「１.０４２

」
に
、
「１.０３０

」
を
「１.０２９

」

に
、
「１.０２２

」
を
「１.０２３

」
に
改
め
、
同
部
土
木
費
の
款
建
築
公
害
費
の
項
中
「１,８５２

」
を

「１,４６３

」
に
改
め
、
同
款
都
市
整
備
費
の
項
中
「２２１

」
を
「２２６

」
に
改
め
、
同
款
道
路
橋
り
よ
う

費
の
項
中
「１６８

」
を
「１７５

」
に
、
「並

び
に
都
市
景
観
創
出
向
上
事
業

」
を
「、

都
市
景
観
創
出
向

上
事
業
並
び
に
自
転
車
走
行
空
間
整
備
事
業

」
に
改
め
、
同
款
公
園
費
の
項
中
「０.２６６

」
を

「０.３３２

」
に
、
「０.７３４

」
を
「０.６６８

」
に
、
「２,１４８

」
を
「１,８６４

」
に
改
め
、
同
部
教
育
費
の
款
小

学
校
費
の
項
中
「０.３３７４

」
を
「０.２４７６

」
に
、
「０.６６２６

」
を
「０.７５２４
」
に
、
「１.１００

」
を

「１.０５９

」
に
、
「１.０３３

」
を
「１.０３２

」
に
、
「３５７,９００

」
を
「５０８,６００

」
に
、
「６５,４１８,０００

」
を

「９０
,３５９

,５００

」
に
、
「２２６

,６１０
,０００

」
を
「３２２

,５３５
,６００

」
に
、
「９９

,８４７
,０００

」
を

「１０７
,９８１
,５００

」
に
、
「２４
,８００

」
を
「３１

,５００

」
に
、
「４１

,４００

」
を
「５７

,０００
」
に
、

「１
,４７８
,０００

」
を
「２

,０３７
,４００

」
に
、
「２６１

,２００

」
を
「２８８

,２００

」
に
、
「４９４

,９９１
,０００

」
を

「６３０
,５８５
,０００

」
に
、
「３６２

,７９９
,０００

」
を
「４０１

,３１４
,５００

」
に
、
「１０６

,７２５
,０００

」
を

「１７５,３７５,０００

」
に
、
「５４,２００,０００

」
を
「５９,９５０,０００

」
に
、
「１３,２７５,０００

」
を
「１５,０５０,０００

」

に
、
「２５７
,９１３
,５００

」
を
「２４１

,６８４
,６５６

」
に
、
「４２

,７２１
,１００

」
を
「６６

,４２０
,９００

」
に
、

「２１１,４１３,０００

」
を
「３０１,６１８,６００

」
に
、
「８３,２５８,０００

」
を
「９０,０４１,０００

」
に
、
「６２,４３９,０００

」

を
「８６

,２４５
,４００

」
に
、
「２５６

,２５４
,６００

」
を
「２８５

,４５０
,０００

」
に
、
「１８７

,８１９
,４００

」
を

「１８１,６６５,０００

」
に
、
「３８８,０００

」
を
「５１４,４００

」
に
、
「８５,３８０,０００

」
を
「７７,１６５,０００

」
に
、

「４３,３６０,０００

」
を
「２６,３７８,０００

」
に
、
「１０,６２０,０００

」
を
「６,６２２,０００

」
に
改
め
、
同
款
中
学
校
費

の
項
中
「０

.３３６１

」
を
「０

.２５０６

」
に
、
「０

.６６３９

」
を
「０

.７４９４

」
に
、
「３５７

,９００

」
を

「５０８,６００

」
に
、
「８３,６４９,０００

」
を
「１１５,５４４,６００

」
に
、
「２１１,４１３,０００

」
を
「３０１,６１８,６００

」

に
、
「８３
,２５８
,０００

」
を
「９０

,０４１
,０００

」
に
、
「２４

,８００

」
を
「３１

,５００

」
に
、
「４１

,４００

」
を

「５７
,０００

」
に
、
「１

,４７８
,０００

」
を
「２

,０３７
,４００

」
に
、
「２６１

,２００

」
を
「２８８

,２００

」
に
、

「４６３
,６２１
,２００

」
を
「５９０

,６２２
,０００

」
に
、
「３３９

,８０６
,８００

」
を
「３７５

,８８１
,４００

」
に
、

「１２８,０７０,０００

」
を
「２１０,４５０,０００

」
に
、
「６５,０４０,０００

」
を
「７１,９４０,０００

」
に
、
「１５,９３０,０００

」

を
「１８,０６０,０００

」
に
、
「２７４,０６９,８８９

」
を
「２５２,３５５,５００

」
に
、
「４０７,４００

」
を
「５１９,０００

」
に
、

「１５８,２００

」
を
「１７５,１００

」
に
、
「１７１,８００,０００

」
を
「２２８,７７４,０００

」
に
、
「６３,２８０

,０００

」
を

「７３,５４２,０００

」
に
、
「１,２００,０００

」
を
「１,５９６,０００

」
に
改
め
、
同
款
そ
の
他
の
教
育
費
の
項
中

「０
.８０１

」
を
「０

.６８４

」
に
、
「０

.１９９

」
を
「０

.３１６

」
に
、
「１

,９３２

」
を
「５７６

」
に
、

「４９６
,０４７
,０００

」
を
「７４６

,２７４
,０００

」
に
、
「７０４

」
を
「５９１

」
に
、
「１８２

」
を
「２１４

」
に
、

「３,４４４

」
を
「１,６８４

」
に
、
「７６７,３８６,９４０

」
を
「１,０９２,２０９,２３０

」
に
、
「０.４４６

」
を
「０.５１７

」

に
、
「０.５５４

」
を
「０.４８３

」
に
、
「２０７,６６１

」
を
「１２７,８１１

」
に
、
「５,６３７

」
を
「４,８０５

」
に
改

め
る
。

別
表
第
四
中
「１.０２４１３５８１７

」
を
「１.１２５８１４０３

」
に
、
「０.９３８９１４５

」
を
「１.０４５５２８

」
に
、

「１
.０４０１７０４

」
を
「１

.０３８５１３９

」
に
、
「１

.１１２６５７８２

」
を
「０

.９６０３９８９０００７

」
に
、

「１.１１３２８８３

」
を
「２.８５２８５

」
に
、
「１

.１３２９７２６

」
を
「１

.３２５００７２

」
に
、
「１

.１３９４０２７５

」
を

「１.３９３４０２０７

」
に
、
「６９.２８７８２８

」
を
「６９.２８７８３５

」
に
、
「８４.１４２００６

」
を
「８４.１４１９８５

」
に
、

「１
.０８４８

」
を
「１

.１１５７５

」
に
、
「１

.１８８９５９６６

」
を
「１

.２７８２４１７６

」
に
、
「０

.９５２４５８０２

」
を

「０.９５７８９

」
に
、
「１.０１７９３８１

」
を
「１.０３４４８９

」
に
、
「１

.０５７７６６９

」
を
「１

.０１９６６３４

」
に
、

「１
.２０３２７２８

」
を
「１

.１５２９７８０３

」
に
、
「１

.０４１９４

」
を
「１

.１０６３７９

」
に
、
「６９

.２８７８２８

」
を

「６９.２８７８３５

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
都
及
び
特
別
区
並
び
に
特
別

区
相
互
間
の
財
政
調
整
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
の
都
及
び
特
別
区
並
び
に

特
別
区
相
互
間
の
財
政
調
整
か
ら
適
用
す
る
。
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公

告

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
関
係
区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
決
定
の
告
示

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

令
和
七
年
四
月
八
日
千
代
田
区
告
示
第
四
十
九

号

発
事
業

秋
葉
原
駅
前
東

地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事

業
東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
五
月
七
日
新
宿
区
告
示
第
二
百
七
十

五
号

新
宿
駅
東
口
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
事
業

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
墨
田
区
告
示
第
二
百

四
十
号

京
島
一
丁
目
東

地
区
防
災
街
区

整
備
事
業

東
京
都
市
計
画
第

一
種
市
街
地
再
開

発
事
業

令
和
七
年
五
月
三
十
日
品
川
区
告
示
第
三
百
三

十
一
号

戸
越
公
園
駅
北

地
区
第
一
種
市

街
地
再
開
発
事

業
東
京
都
市
計
画
地

令
和
七
年
四
月
一
日
東
京
都
北
区
告
示
第
二
百

区
計
画

十
七
号

十
条
北
地
区
地

区
計
画

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
東
京
都
板
橋
区
告
示

第
三
百
二
十
二
号

高
島
平
二
・
三

丁
目
周
辺
地
区

地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
地
区

計
画

令
和
七
年
六
月
十
六
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
七
号

柳
原
一
・
二
丁

目
地
区
防
災
街

区
整
備
地
区
計

画
昭
島
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日
昭
島
市
告
示
第
百
四

十
八
号

玉
川
上
水
南
側

地
区
地
区
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）

都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
係

区
市
か
ら
次
の
都
市
計
画
の
図
書
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
八
月
十
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
の
変
更
の
告
示

東
京
都
市
計
画
高

度
利
用
地
区

令
和
七
年
四
月
八
日
千
代
田
区
告
示
第
四
十
八

号

東
京
都
市
計
画
道

路

令
和
七
年
六
月
十
六
日
千
代
田
区
告
示
第
七
十

六
号

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
五
十

五
号
線

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
中
央
区
告
示
第
百
六

十
号

日
本
橋
兜
町
・

茅
場
町
一
丁
目

地
区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
特

定
防
災
街
区
整
備

地
区

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
墨
田
区
告
示
第
二
百

三
十
九
号

京
島
一
丁
目
東

地
区
特
定
防
災

街
区
整
備
地
区

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
江
東
区
告
示
第
百
六

十
三
号

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
五
月
三
十
日
品
川
区
告
示
第
三
百
二

十
八
号

戸
越
・
豊
町
地

区
地
区
計
画

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
七
年
五
月
三
十
日
品
川
区
告
示
第
三
百
二

十
九
号

東
京
都
市
計
画
高

度
利
用
地
区

令
和
七
年
五
月
三
十
日
品
川
区
告
示
第
三
百
三

十
号

東
京
都
市
計
画
緑

地

令
和
七
年
五
月
十
六
日
世
田
谷
区
告
示
第
三
百

七
十
三
号

第
百
五
号
粕
谷

四
丁
目
緑
地

東
京
都
市
計
画
公

令
和
七
年
四
月
十
日
杉
並
区
告
示
第
九
十
七
号
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園

第
四
・
四
・
十

八
号
下
高
井
戸

公
園

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
地
区

計
画

令
和
七
年
四
月
十
八
日
東
京
都
北
区
告
示
第
二

百
六
十
号

志
茂
地
区
防
災

街
区
整
備
地
区

計
画

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
足
立
区
告
示
第
六

百
三
十
五
号

足
立
第
八
十
一

号
竹
の
塚
第
五

公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
六
年
十
二
月
二
十
七
日
足
立
区
告
示
第
六

百
三
十
五
号

足
立
第
二
・
二

・
百
五
十
七
号

竹
の
塚
五
丁
目

公
園

東
京
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
七
年
六
月
十
六
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
四
号

東
京
都
市
計
画
防

火
地
域
及
び
準
防

火
地
域

令
和
七
年
六
月
十
六
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
五
号

東
京
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区

令
和
七
年
六
月
十
六
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
六
号

特
別
工
業
地
区

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
六
月
十
六
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
八
号

足
立
第
二
・
二

・
百
十
一
号
柳

原
二
丁
目
公
園

東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
六
月
十
六
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
八
号

足
立
第
二
・
二

・
百
二
十
九
号

柳
原
一
丁
目
公

園
東
京
都
市
計
画
公

園

令
和
七
年
六
月
十
六
日
足
立
区
告
示
第
二
百
七

十
八
号

足
立
第
二
・
二

・
百
五
十
八
号

柳
原
一
丁
目
第

二
公
園

昭
島
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日
昭
島
市
告
示
第
百
四

十
九
号

昭
島
駅
北
口
駅

前
地
区
地
区
計

画
昭
島
都
市
計
画
用

途
地
域

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日
昭
島
市
告
示
第
百
五

十
号

昭
島
都
市
計
画
高

度
地
区

令
和
七
年
四
月
二
十
二
日
昭
島
市
告
示
第
百
五

十
一
号

調
布
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日
調
布
市
告
示
第
百
四

十
六
号

多
摩
川
住
宅
地

区
地
区
計
画

調
布
都
市
計
画
地

区
計
画

令
和
七
年
四
月
二
十
八
日
狛
江
市
告
示
第
百
五

十
二
号

多
摩
川
住
宅
地

区
地
区
計
画

東
村
山
都
市
計
画

公
園

令
和
七
年
三
月
十
一
日
清
瀬
市
告
示
第
四
十
五

号

第
二
・
二
・
十

一
号
中
里
公
園

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
都
市

計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十
二
階
北

側
）
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